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中小企業の皆さんを応援します中小企業の皆さんを応援します 台東区産業振興事業団では、中小企業の皆さんに対して助成金による支援を行っています。
各助成金には細かい要件があります、また、助成内容は変更になる場合がありますので、
詳しくは下記にお問い合わせください。

利用料金 600円～ 利用料金など詳しくはお問合せください。お問合せ先 3872-6780（月曜・祝日休館）住所 台東区橋場1-36-2

　
平
成
30
年
分
の
個
人
事
業
者
の
方
の
消
費
税
及

び
地
方
消
費
税
の
確
定
申
告
は
、
４
月
１
日
（
月
）

が
申
告
・
納
付
の
期
限
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、

申
告
書
は
お
早
め
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
告
書
の
作
成
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
確

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
は
、
画
面
の

案
内
に
従
っ
て
、
金
額
等
を
入
力
す
れ
ば
税
額
な

ど
が
自
動
計
算
さ
れ
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

の
申
告
書
な
ど
を
作
成
で
き
る
便
利
な
シ
ス
テ
ム

で
す
。

　
ま
た
、
１
月
か
ら
は
、Ｉ
Ｄ・
パ
ス
ワ
ー
ド
方
式

(

注)

を
利
用
し
て
ｅ‐

Ｔ
ａ
ｘ
で
送
信
す
る
と
、
申

告
が
完
了
す
る
な
ど
、
機
能
が
充
実
さ
れ
ま
し
た
。

(

注) 

Ｉ
Ｄ・
パ
ス
ワ
ー
ド
方
式
と
は
、
税
務
署
で
Ｉ

Ｄ
と
パ
ス
ワ
ー
ド
を
受
け
取
る
だ
け
で
ｅ‐

Ｔ
ａ
ｘ

を
利
用
で
き
る
方
式
で
す
。

●
郵
便
に
よ
る
申
告
書
な
ど
の
書
類
の
送
付
先
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

　
作
成
済
の
申
告
書
・
申
請
書
・
届
出
書
等
の
書

類
を
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
は
、
次
の
送
付

先
へ
送
付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

(

東
京
上
野
税
務
署
管
内
の
方)

▽
送
付
先　
〒
１
１
０

－

８
６
０
７

　
池
之
端
１

－

２

－

22
上
野
合
同
庁
舎

　
東
京
上
野
税
務
署　
宛

(

浅
草
税
務
署
管
内
の
方)

▽
送
付
先　
〒
１
１
０

－

８
６
５
５

　
池
之
端
１

－

２

－

22
上
野
合
同
庁
舎

　
税
務
署
事
務
処
理
セ
ン
タ
ー　
宛

●
便
利
な
振
替
納
税
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
「
預
貯
金
口
座
振
替
依
頼
書
兼
納
付
書
送
付
依
頼

書
」
を
４
月
１
日（
月
）
ま
で
に
提
出
し
て
い
た
だ

く
だ
け
で
、
ご
指
定
の
預
貯
金
口
座
か
ら
振
替
日

に
自
動
的
に
納
税
が
行
わ
れ
ま
す
。
大
変
便
利
で

確
実
な
納
付
方
法
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

・
振
替
日　
４
月
24
日
（
水
）

▽
問
合
せ
　

　
東
京
上
野
税
務
署

　
☎（
３
８
２
１
）
９
０
０
１
㈹

　
浅
草
税
務
署

　
☎（
３
８
６
２
）
７
１
１
１
㈹

消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
の
申
告
と

納
税
は
お
済
み
で
す
か

　
社
会
貢
献
活
動
の
一
環
と
し
て
、
図
書
館
で
購
入
し
て
い
る
雑

誌
の
費
用
を
負
担
し
て
い
た
だ
く
制
度
で
す
。
提
供
雑
誌
の
カ

バ
ー
に
、
ス
ポ
ン
サ
ー
に
な
っ
て
い
た
だ
い
た
企
業
、
店
舗
な
ど

の
広
告
を
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
館
内
の
掲
示
板
や
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
そ
の
社
会
貢
献
活
動
を
顕
彰
し
ま
す
。

▽
対
象　
区
内
の
企
業
、
商
店
、
団
体
、
個
人
の
方

▽
申
込
方
法　
申
込
書
（
左
記
問
合
せ
先
で
配
布
・
図
書
館
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
を
左
記
問
合
せ
先
へ
郵

送
か
持
参
。

※

企
業
の
場
合
は
、
会
社
概
要
等
（
業
種
が
わ
か
る
物
）、
広
告

の
掲
出
を
希
望
す
る
場
合
は
広
告
案
（
Ａ
４
判
ま
で
、
個
人

は
対
象
外
）、
個
人
の
場
合
は
、
本
人
確
認
で
き
る
書
類
（
健

康
保
険
証
、
運
転
免
許
証
の
写
し
等
）
が
必
要
。

▽
問
合
せ　
中
央
図
書
館　
企
画
担
当

　
☎（
５
２
４
６
）５
９
１
１

●
省
エ
ネ
効
果
が
認
め
ら
れ
る
機
器
の
入
替※

　
・
上
限
30
万
円

　
・
導
入
費
用
（
税
抜
）×

20
％

※

空
調
や
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
を
は
じ
め
、
事
業
所
で
使
用
す
る
幅
広
い

機
器
が
対
象
と
な
り
ま
す
！

●
高
反
射
率
塗
料
塗
布
工
事

　
・
上
限
15
万
円

　
・
屋
上
又
は
屋
根
等
に
塗
布
す
る
工
事
費
用
が
対
象

●
雨
水
貯
留
槽
（
雨
水
タ
ン
ク
）
設
置

　
・
１
台
の
上
限
５
万
円
、
２
台
ま
で

　
・
導
入
費
用
（
税
抜
）×

50
％

●
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
設
置

　
・
上
限
50
万
円

　
・
出
力
１
ｋ
ｗ
あ
た
り
５
万
円

●
窓
・
外
壁
等
の
遮
熱
・
断
熱
改
修

　
・
上
限
15
万
円

　
・
工
事
費
用
（
税
抜
）×

20
％

●
緑
化
に
対
す
る
助
成

　
・
屋
上
緑
化　
上
限
30
万
円

　
・
壁
面
緑
化　
上
限
15
万
円

　
・
地
先
（
接
道
部
）
緑
化　
上
限
10
万
円

　
・
駐
車
場
緑
化　
上
限
10
万
円

　
・
プ
ラ
ン
タ
ー
設
置　
上
限
５
万
円

い
ず
れ
も
事
前
に
申
請
が
必
要
で
す
。

各
助
成
金
の
要
件
等
の
詳
細
は
左
記
へ
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、

台
東
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
環
境
課　

　
☎（
５
２
４
６
）１
２
８
１　
FAX（
５
２
４
６
）１
１
５
９

省
エ
ネ
機
器
等
の
導
入
に
対
す
る

助
成
金
の
ご
案
内

省
エ
ネ
機
器
等
の
入
替
な
ど
に
対
し
て
助
成
を
行
っ
て
い
ま
す
。

お
得
に
導
入
し
て
省
エ
ネ
し
ま
せ
ん
か
。

中
央
図
書
館
の
雑
誌
ス
ポ
ン
サ
ー
募
集

▶問合せ　（公財）台東区産業振興事業団　経営支援課　企業・人材育成担当　台東区小島２－９－18　台東区中小企業振興センター　☎（５８２９）４１２４

1．新製品新技術
　  開発支援

2．新販路
　  開拓支援

3．アトリエ・
　  店舗出店支援

4．小規模事業者
　  事業承継支援

5．商品
　  プロモーション
　  支援

7．展示会出展
　  支援

名称 内容 助成限度額 助成率 募集時期

区内中小製造業が、区内に事業所を
構えるデザイナーにパッケージ・印刷
物・販促物のデザイン依頼をする場
合に、デザイン委託費の一部を助成

区内中小企業が、今までに出展した
ことのない展示会に出展する場合、2
回目の展示会に出展する場合に、出
展小間料の一部を助成

区内で10年以上事業を営み、事業承
継を行う予定の小規模事業者が、店
舗の改修や設備の購入等を行う場合
に、経費の一部を助成

区内中小企業が、初めて区内に店舗
を出店する、または新規顧客の開拓
のために既存店舗を改修する場合に、
経費の一部を助成（詳細な条件あり）

創業１年以上の区内中小企業が、海
外市場など自社製品の新たな販売市
場を開拓していく場合に、経費の一
部を助成

創業１年以上の区内中小企業が、今
までにないような先駆的な製品や技
術を開発する場合に、経費の一部を
助成

50万円
(海外市場への開拓
は100万円）

平成31年
4月15日（月）～
6月7日（金）

平成31年
6月3日（月）～
7月12日（金）

平成31年
4月1日（月）～
5月24日（金）

平成31年
4月1日(月)～
先着順。
予算満了時点で
終了
（事業実施前に
お申込み下さい。）

100万円

100万円

1/2以内

1/2以内

1/2以内

8．外国語ホームページ
　  新規作成費用支援

9．知的所有権取得支援

11．外国語メニュー・
　　 パンフレット等
　　 作成支援

12．外国人おもてなし
　　 講習支援

13．免税書類発行
　　 システム等導入支援

14．ワーク・ライフ・
　　 バランスの
　　 推進支援

15．環境経営認証の
　　 取得支援

16．プライバシー
　　 マークの
　　 取得支援

17．BCP
　　 （事業継続計画）
　　 の策定支援

10．個人研修
　　 （スキルアップ）支援

名称 内容 助成限度額 助成率 募集時期

区内中小企業が、特許権・
実用新案権・意匠権・商標
権を取得しようとする場合
に、経費の一部を助成

区内中小企業が、初めて外
国語のホームページを作成
する場合に、経費の一部を
助成

区内中小企業の経営者や
従業員が、能力開発のため
に専門講座を受講する場合
に、受講料の一部を助成
区内中小企業が、外国語
のメニュー・パンフレットを
作成する場合に、経費の一
部を助成
区内中小企業が、外国人に
対する接遇力向上等の講
習を受講する場合に、経費
の一部を助成
区内中小企業が、免税書
類発行システム・翻訳機器
を導入する場合に、導入費
の一部を助成
区内中小企業が、ワークラ
イフバランスを推進する場
合に、コンサルティング費
の一部を助成
区内中小企業が、エコアクション
21、エコステージまたISO14001
の認証を取得または更新する場
合に、経費の一部を助成

区内中小企業が、プライバ
シーマークを取得する場合
に、経費の一部を助成

区内中小企業が、BCP（事
業継続計画）を策定する場
合に、コンサルティング費
の一部を助成

5万円
（特許権のみ10万円）

3万円（※5万円）
※皮革製造技術者養成
　支援事業の事業参加
　決定を受けている事業者
最大10万円
※メニュー・パンフレット
　作成経費及び翻訳費それ
　ぞれ5万円を限度とする。

最大10万円
※ホームページ作成経費
　及び翻訳費それぞれ
　5万円を限度とする。

1/2以内

1/2以内

1/2以内
（※2/3以内）

1/2以内
※商店街に加盟
　する事業者は
　2/3以内

1/2以内

1/2以内

50万円

製品デザイン・パッケージ
のデザイン／20万円
チラシ・リーフレット等の
デザイン／10万円

国内　10万円

海外　20万円

国内　5万円

海外　10万円

初
出
展

２
回
目

外
国
人
観
光
客
お
も
て
な
し
支
援

職
場
環
境
等
向
上
支
援

1/2以内

平成31年
4月1日(月)
～先着順。
予算満了時点
で終了
（事業実施前に
お申込み下さい。）

5万円 1/2以内

5万円 1/2以内

10万円 1/2以内

10万円 1/2以内

10万円 1/2以内

10万円 1/2以内

6．試験研究機関
　  活用支援

区内中小企業が、都立産業技術研究
センター等の設備を利用し、自社製
品の検査や研究を行う場合に、経費
の一部を助成

1/2以内

5万円（※10万円）
※東京商工会議所が
　行う「産学公連携
　相談窓口」を利用
　する場合


